
第 3 部 公 害 の 現 状 と 対 策

第 1 章 大 気 汚 染

第 ぅ 節 大気汚染 の現況

乍 概 要

大気汚染に係 る 環境基準物質の 測定 を 昭和4 7年度か ら鳥取市松並町 ( 鳥取県衛生研究所 ) で 実

施 し て お り 、 昭和5 3年度の 測定結果は次の と お り で あ る 。

二酸化硫黄 1 時間値の 1 日 ご平均値 0. 0 2 3 p皿~ o o 0 3 皿環境基準 ( 0. 0 4 ppm以下 ) を 下回 っ て い る 。

一酸化炭素 1 時間値の 1 日 平均値 1 . 4 ppm~ 0 2 ppmで環境基準 ( 1 o ppm以下 ) をかな り下回ってい る。

浮遊粒子状 l 時間値の 1 日 平均値 0 0 6 7 吻 / #~ 0 0 0 2 れタ / #で環境基準 ( 0 1 0 吻 / #以下 )

物 質 を下回 っ て い る o
二酸化窒素 1 時間値の 1 日 平均値 0 0 2 6 ppm~ 0 0 0 3 ppmで環境基準 ( 0. 0 6 p随以下 ) を下回っている。

洋裁“,寒 . 1 時間値燐 p皿~ o. o o p皿で環境基凖 (饑 p皿以下 ) を 下回 o て ぃ る o
ま た 、 コ ン ブ ナ ー 方式に よ る 移動局 を 昭和5 4年 2 月 末 に米子市西福原 ( 鳥取県米子保健所 ) &}

設置 し 、 3 月 か ら 、 米子市西福原 ( 鳥取県米子保健所 ) 、 境港市竹内 町 ( 鳥取県立境港工業高等学

校 ) 境港市湊町 ( 境港市立境小学校 ) 境港市波町 ( 境港市立波小学校 ) の 4 ヶ 所 を 巡回移動

し な が ら 測定す る環境監視を 開始 し た 。

表 1 4 大気熱こ係 る 環境基凖 鰯翳 り 目讓擁讓籤講義桂〕
二酸化い お う 一 酸 化 炭 素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシタ、 ノ ト

膿 1 時間倍旧の 1 ロ 平 1 時闇値旧の 1 R 平 1 時間値の 1 ロ 平均 1 時間値の 1 R平 1 時闇値がnn h
曲語紫指稲榊ト局士 歯緒紫指輪トリモよ 虐詳言信託 フ コ付そ 憐『儒認鮴指しn魚碕羞 “内“禰洋筈曜暖さま"女

　 　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　 　 　　 　 　　 　　　　　　　 　　　　 　 　
の ぶ盆。必し貧し≧J子 象之＼省三蕁"止厚興 毒さ控法 ＼ “ハ ソ ･/ ＼吋 RU V}0霊F諄奏1べ し ｣ と o
条 時間胆か川畑似r 但の け時間半期値か 同値か U Z U吻 / #以 ソ ー ン内又は･ で
件 て あ る こ と 。 2 0 pPm以下てある こ と 下て あ る こ と 。 れ以下てある こ と。

測
定
方
法

溶液導電率法 非分散型赤外分析 濾過捕集によ る重量濃 ザ ル ッ マ ソ試薬 中性 ヨ ウ 化 力
。十 を 用 い る 方法 度狽掟方法叉は、 こ の を 用 い る 吸光光 ノ ウ ム 溶液を

方法 に よ っ て 測定 さ 度法 用 い る 吸光光
れた重量濃度 と 直線 度法叉は 、 電
的な 関係 を有す る 量 量法
が え ら れ る 光散乱法

1 浮遊粒子状物質 と は 、 大気中 に 浮遊す る 粒子状物質であって 、 その粒径が 10 ミ ク ロ ･ゐ圦下の も の をい う 。
2 光化学オキシ タ ソ ト と は、 オ ゾ ン、 パー オキ シアセチルナイ ト レ ー ト 、 そ の 他の 光化学反応 に よ り 生成
さ れる酸化性物質 ( 中性ョ ウ化カ リ ゥ ム溶液か ら ョ ウ素を遊離する も の に限 り 、 二醐蛭‘素を除 く 。) をい う 。
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2 汚染物質別測定結果

(1 ) 硫黄酸化物

硫黄酸化物の測定は 、 溶液導電率法に よ る 自動測定機に よ っ て二酸化硫黄の 測定 を 昭和4 7年

度か ら鳥取市松並町 ( 鳥取県衛生研究所 ) で実施 し 、 叉 、 二酸化鉛法に よ る 測定 を 昭和4 5年度

か ら 鳥取市 5 地点 、 倉吉市 4 地点 、 米子市 6 地点 、 境港市 3 地点 、 便 に昭和4 9年度 日 吉津村 1

地点 を 加 え 。十 1 9地点で 実施 し て い る 。

さ ら に 、 昭和5 3年度か ら は 、 機器更新 に伴い 、 溶液導電率法に よ る 二酸化硫黄の 連続測定 を

毎 月 1 回 ( 約 1 週間連続 ) 、 日 吉津村 日 吉津 ( 藤 山宅 ) 、 米子市西福原 ( 鳥取県米子保健所 )

の 2 ヶ所で実施 し 、 叉 、 昭和5 4年 3 月 か ら 、 コ ン ブ ナ ー 方式 に よ る 移動局 を 波値 し 、 港湾埋立

て事業に伴 う 環境監視を 開始 し て い る 。( 表 1 6 ~ 1 7 )

昭和5 3年度の 測定結果 ( 表 1 5 ) を 見 る と 、 鳥取市松並町では有効測定 日 数は 3 5 6 日 で 1 時間

値が o o 3 p即~ 0 0 o ppm と 環境基準 ( 0 1 ppm以下 ) を は る か に下回 っ て い る 。 叉 1 時間値の 年平均

は 0. 0 1 o ppm と 横ばい状態に あ る 。

叉 、 米子市西福原 、 日 吉津村 日 吉津 に お い て も 、 1 時間値が各 々 0 0 4 ppm~ 0 0 o ppm 、 0. 0 4 ppm~

o o o ppmで あ り 、 環境基準 を下回 っ て い る と 想定 さ れ る 。

表 1 5 自 動測定機に よ る二酸化硫黄濃度経年変化 ( 測定地点 ら鳥取市松並町 )

年度
有効側

定 日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

1 時間値が 0 1

ppm を こ え た 時

間数と その割合

日平均値が0 04

ppm を こ え た 日

数 と そ の 割合

1 時 間 値 日 平 均 値

最高値 l 最 低値 最高値 l 最低値

旧) (時間) (ppの (時間) 翰 (日) 翰 ( ppm )

4 7

4 8

4 9

5 0

5 1

5 2

5 3

3 1 8

3 5 1

3 5 0

3 4 9

3 4 0

3 4 8

3 5 6

7, 5 4 0

8, 3 3 2

8, 2 9 9

8, 2 8 9

8, 0 3 0

8, 2 7 8

8, 4 7 5

0 0 1 3

0 0 1 4

0 0 1 6

0 0 1 9

0 0 1 8

0 0 1 0

o o l o ハUnUハUハUnUnUnU nVnun=UnUnUAUハU nunUnUnU〔ÛÛU nUnUnÛmUAU八mV̂U
0 . 0 6

0 0 6

0 0 4

0 0 6

0 0 4

0 0 3

0. 0 3

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 O

0. 0 2 3

0 0 2 9

0 0 2 5

0 0 3 2

0 0 3 3

0 0 2 2

0. 0 2 3

0 0 0 6

0 0 0 5

0 0 0 8

0. 0 0 8

0 0 0 3

0 0 0 3

0 0 0 3

鰯 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 2 0時間以上あ る 日 数
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表 1 6 自 動測定機に よ る 二酸化硫黄濃度経年変化 ( 測定地点 . 米子市西福原 )

年度
有効測

定 日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

1 時間値が 0. 1

p皿 を こ え た時

間数と その割合

日平均値が 0. 0 4

ppm を こ え た 日

数 と そ の 割合

, 時 間 値 1 日 平 均 値

最高値 i 最低値 最高値 L最低値
(日) (時間) (ppの (時間) 閣 (日 ) 翰 ( ppの

5 3 8 7 2, 0 8 6 0. 0 0 7 O O O O

｣

0. 0 4 I 0. 0 0 - 0 . 0 1 3 l 0 0 0 3

回 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 2 0時間以上 あ る 日 数

表 1 7 自 動測定機に よ る 二酸化硫黄濃度経年変化 ( 測定地点 日 吉津村 日 吉津 )

年度
有効側

定 日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

1 時間値が04

p柳 を こ え た時

間数と その割合

日平均値が0 0 4

p皿 を こ え た 日

数 と そ の割合

1 時 間 値 日 平 均 値

最高申低値 最高値 l 最低値

(日) (時間) (ppの (時間) 鰡 (日) 翰 ( ppの

5 3 7 4 1 7 5 1 0 0 0 5 O O O O 0. 0 4 I 0 . 0 0 l 0 0 1 1 【 o o o o

国 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 2 0時間以上あ る 日 数

表 1 8 コ ン テ ナ ー 方式に よ る 移動局測定結果 ( 二酸化硫黄 )

測定場所
測 定

期 間

有効測

定日数

測 定

時 間

1 時間
値 の
平均値

1 時間値が
0 1 ppm を こ

え た 時間数
と そ の 割合

日 平均値が
0. 0隻靱 を こ

え た 日 数 と
そ の 割 合

1 時 間 値 日 平 均 値

最高値 - 最低値 最高値 l 最側

(日) (時間) (pの (時間) 翰 (日) 甥 ( p卯 )

境小学校 3. 5()3. 1 2 6 1 4 4 0. 0 0 7 O O O O 0. 0 4 0. 0 0 0. 0 1 4 0 O

境 港
工業高校

3. 1 2()3. 1 9 6 1 4 4 0. 0 0 3 O O O O 0. 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0. 0

波小学校 3 19()3 26 6 1 4 4 0. 0 0 3 O O O O 0. 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0

藻 健 話
3. 1 ^)3. 5

3 . 26^)3 3 1
8 1 9 1 0 , 0 0 8 O O O O 0 0 2 0 0 O 0. 0 0 3 0 0

鰯 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 2 0時間以上 あ る 日 数

二酸化鉛法に よ る 測定結果 C表 1 9 ) に よ れば、 最高は境港市済生会境港病院の o 2 5 1 吻 拭

日 / 1 0 o c“ pbも ( 以下単 に傷 ) で 、 最低は米子市 N H K住吉中継所の o. 0 0 9 吻で あ り 、 汚 う

目 安 と さ れ る 0. 5 吻 を 満足 し て い る 。 叉 、 過去 5 年間の経年変化を み る と ばい 煙発生施諺

増加 し た と は い え 、 硫黄酸化物に よ る 汚染の進行は認め ら れな い 。
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表 1 9 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物濃度年平均値経年変化

( 単位 : 喝 S G / 日 / 1 o o c叶 p b o 2 )

測 定 地 点 昭和4 9年度 昭和5 0年度 昭和5 1年度 昭和5 2年度 昭和5 3年度

鳥 取 市

鳥 取 警 察 署

鳥 取 家 政 高 校

鳥 取 市 立 病 院

※1 鳥 取 保 健 所

山陰 合 銀 鳥取 支店

0. 1 1 0

0 1 0 0

0. 1 4 0

0 0 9 2

0. 1 2 0

0 0 8 3

0 0 7 1

0. 1 1 7

0. 0 6 6

0. 1 0 3

0 0 7 1

0 0 7 7

0 0 8 6

0 0 5 0

0. 0 7 5

0. 0 7 9

0. 0 8 5

0. 1 7 8

0. 0 4 8

0. 0 9 3

0. 0 8 7

0. 0 9 9

0. 1 8 7

0. 0 4 3

0. 1 1 0

倉 吉 市

倉 吉 市 役 所

日 本交通新町営業所

県 立 厚 生 病 院

日 ノ丸バス上昇ターミナル

0. 0 3 8

0 1 8 3

0 0 4 2

0 0 8 6

0. 0 5 2

0. 2 4 3

0. 0 5 9

0 0 8 9

0 0 3 6

0 1 9 8

0. 0 5 3

0. 0 6 5

0. 0 2 6

0 0 7 6

0 0 2 8

0 0 2 5

0. 0 6 3

0. 1 7 9

0 0 7 2

0. 1 4 1

米 子 市

夜 見 鉄 工 団 地

N H K 住 吉 中 継所

皆 生 温 泉 会 館

米 子 保 健 所

米 子 商 工 会 議 所

西 部 総 合 事 務 所

0. 0 7 9

0 0 1 9

0 1 6 1

0. 1 2 3

0 2 1 0

0. 2 6 8

0. 0 5 9

0 0 0 5

0. 1 3 0

0. 1 2 3

0 1 8 9

0. 1 7 5

0. 0 3 7

0. 0 0 0

0. 1 2 9

0 1 2 1

0 . 1 6 2

0. 1 9 1

0 0 5 2

0. 0 2 1

0. 1 3 3

0 0 6 4

0 1 6 6

0. 2 2 4

0. 0 5 3

0 0 0 9

0 1 4 9

0 0 4 7

0. 1 2 6

0 1 7 9

日 吉津村 日 吉 津 小 学 校 0 1 7 4 0. 0 8 3 0 0 1 7 0. 0 5 5 0. 0 8 4

境 港 市

済 生 会 境 港 病 院

※2 境 港 警 察 署

米 南 高 境 分 校

0. 2 0 2

0. 0 3 0

0. 0 2 4

0. 1 8 1

0 . 0 0 8

0. 0 0 7

0 1 9 4

0. 0 1 6

0. 0 0 3

0. 1 6 8

0. 0 5 4

0. 0 2 0

0 2 5 1

0 0 5 4

0. 0 3 9

値

囲 ※1 印 は昭和5 3年 8 月 か ら 測定点が東南東に約 2 0 0 m移動 し 、 鳥取商工会館に 変更。

※ 2 印 は昭和5 1年 7 月 か ら 測定点が西 に約2 0 m移動 し境港元町病院に変更。

表 2 0 二酸化鉛法に よ る 硫黄酸化物汚染度の 評価

) 0 2 汚 染 度 昭 S (% / 日 / 1 o o c評 pb 02 評 価

汚 染 度 第 1 度 0 5 以 上 1 . 0 未 満 軽微な 汚染

" 第 2 度 1 . 0 以 上 2 0 未 満 普通度の 汚染

“ 第 3 度 2. 0 以 上 3. 0 未 満 中等度の 汚染

“ 第 4 度 3 0 以 上 4 0 未 満 やや高度の 汚染

" 第 5 度 4. 0 以 上 高度の 汚染

園 pb02 法に よ る S Q 汚染度の判定基準 ( 寺部 )

- 2 9 -



表 2 1 県内 石油製品年度別使用量の推移
( 単位 k 1 )

強興趣 揮発油 ナフサ
シエ ノ ト

燃料伯
燈 油 軽 油 A重油 B 重油 C 重油

燃 料 油
合 。十

潤滑油 石油力

5 0年度
使用量 182, 3範 13, 567 5, 225 88, 201 1 1 1 , 092 1 1 4, 335 54, 532 1 28, 533 6 9 7, 8 3 0 6, 039

く繊梵 (26. 1 扮 ( 1 . 9 %) ( 0 7 %) ( 12 6 %) ( 1 5 9拗 (1 6 4 % ) ( 7 8 %) (1 8. 4 %) ( 9 9. 8 %)

前芹イ艇率 8 6 △ 1 7 0 △ 15.5 2 1 1 3 6 3 2 9 26 6 7 1 0 1

5 1年度
使用量 192, 9 12 1 5, 1 1 3 7 , 346 104, 229 120, 282 127, 5 1 5 58, 287 133, 309 7 5 8, 9 9 3 6, 105

(檄梵 (25 4 拗 〔 2 0 %) ( 1 . 0 %) ( 13 . 7 %) ( 15.8拗 (1 6.8 % ) 〔 7 . 7 %) ( 1 7 .6 %) ( 1 0 0 . 0 %)

前輪回申率 5 8 1 1 . 4 40 6 18 2 8 3 11 . 5 6. 9 3 7 8. 8 1 1

5 2年度
使用量 202, 228 1 3 , 5第 7, 056 1 00, 818 130, l f滲 1 22, 7t34 57488 1 26, 008 7 6 0, 0 7 4

(繊梵 (26.6 扮 ( 1 .0 8%) ( 0 9 %) ( 13. 3 %) ( 1 7 1 拗 ( 1 6. 2 % ) ( 7 6 %) ( 16‐ 6 %) ( 1 0 0. 1 %)

前輪国事率 4 8 △ 10 6 △ :.9 △ 3 3 8 2 △ 3. 7 △ 1 4 △ 5. 5 0 l

5 3年度
使用量 218, 176 8, 9 1 7 6, 1 87 1 08, 922 145, 258 135, 923 52,273 135, 1 38 8 1 0, 7 9 4

(纖梵 (26 9 拗 ( 1 . 1 %) ( o. 8 %) (1 3.4 %) ( 1 7.9拗 (16.8 % ) ( 6. 4 %) ( 16 . 7 %) ( 1 0 0 . 0 %)

前杵峠率 7 9 △ 34 0 △ 12 3 8 0 1 1 6 10 7 △ q 1 7 2 6 7

(霊襁溌亭主“ “ -統討月 報に馬 、
( 2 ) 一酸化炭素

一酸化炭素の測定は 、 非分散型赤外分析法に よ る 自 動測定機に よ っ て 昭和5 0年 6 月 か ら 島

市松並町 〔 鳥取県衛生研究所 ) で実施 し 、 今年度 に つい て は 、 機器更新 を行い測定 を継続 し

い る 。 叉 、 昭和5 4年 3 月 か ら 、 コ ン テ ナ ー方式に よ る 移動局 を 設置 し 、 港湾埋立て事業に付

環境監視を開始 して い る 。 ( 表 2 3 )

昭和5 3年度の 測定結果 ( 表2 2 ) を 見 る と 、 鳥取市松並町では 、 1 時間値の 1 日 平均値 1 4

~ 0. 2 ppm 、 1 時間値の 8 時間平均値 2. 9 ppm ~ 0. 2 ppm と いずれ も 環境基準 を下回 っ て い る 。

表 2 2 自 動測定機に よ る 一酸化炭素濃度経年変化
( 測定地点 鳥取市松並概;

年度
有効測

定 日 数

測 定

時 間

年平

均値

8 時間値が

2 0 PPm を

こ え た 回数

と そ の 割合

日 平均値が

1 o ppm を

こ え た 日 数

と そ の 割合

1 時 間 値
1 時 間 値 の
8 時間平均値

日 平 均 fぼ

最高値 最低値 最高値 l 最低値 最高値

( 日 ) (時間) ( ppの (回) ( % ) ( 日 ) ( % )

5 0 1 7 3 4, 1 1 9 1 . 2 O O O O 4 O 2 2

5 1 2 3 1 5, 4 2 6 1 2 O O O O 5 O 4. 1 0 1 3 4

5 2

5 3 1 0 0 { 2 , 3 9 2 - 0 6 { o i o l o - 0 【 1 1 - 0 { 2 . 9 I 0 . 2 - 1 4

園 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 20 時間 以上あ る 日 数
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表 2 3 コ ン ブ ナ ー方式に よ る 移動局測定結果 ( 一酸化炭素 )

測 定 場 所

測 定

期 間
効定数有測日 碇嚇

畑い

時値平値1間の均
8 時精確但が
2 0 pPm を こ

えた回数 と
そ の 割 合

日平均値が
1 O PPm を こ

えた 日数 と
そ の 割 合

1 時間値
1 時間値の

8嚇曰評翔直
日 平均値

誉 I 誉 誉 l 誉
最高 最低
値 値

(日 ) 鰹罷め ( ppの ( 回 ) (% ) ( 日 ) (% ) ( ppの

境 小 学 校
3. 5

~ 3 1 2
6 1 4 2 0 6 0 O O O 2 O 1 1 0 . 3 0 . 8 0 . 3

境港工業高校
3. 1 2

~ 3 1 9
6 1 4 4 0. 4 O O O O 1 O 0. 7 0 . 3 0. 5 0. 4

波 小 学 校
3. 1 9

~ 3 2 6
6 1 4 4 0. 3 O O O O 1 O 0 6 0. 3 0 4 0 3

米子保健所
3. 1~ 3. 5

326~8. 3 1
9 2 1 6 0 7 O O O O 3 O 1 5 0 3 l o 0. 5

園 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が 2 0 時間以上あ る 日 数

大気中 の 自動車排出 カ ス に よ る 一酸化炭素の測定は 、 昭和5 0年度 か ら 鳥取市の 中心地に当 た

る 末広温泉町 ( 日 交旅行セ ン タ ー ) に お い て 、 毎月 1 回 、 定電位電解法に よ る 2 4 時間連続測定
　

を実施 し て い る が 今年度か ら は 、 米子市 の 中心地に 当 た る 加茂町 ( 中国電力米子営業所 ) に

) お い て も 実施 し て い る 。 又、 環境週間行事 ( 毎年 6 月 ) の一環 と し て 、 昭和5 0年度か ら 、 3 市
( 鳥取市、 倉吉市、 米子市 ) の 中心地に お い て 、 定点測定 を実施 し て い る が、 今年度か ら は 、

取 境港市上道町 ( 鳥取銀行境港支店前 ) を 加 え て実施 し て い る 。

て 鳥取市末広温泉町、 米子市加茂町の測定結果 ( 表2 4 ~ 2 5 ) を見れば、 そ れぞれ 1 時間値の 1

フ 日 平均値 3. 7 ppm~ 2. o ppm 、 3 . 8 ppm ~ 0 5 ppm 、 1 時間値の 8 時間平均値 5. 6 ppm~ 0. 5 ppm 、 6. o ppm~ 0 1 p皿

と いずれ も 環境基準 を下回 っ て い る 。

p 環境週間行事の測定結果 ( 表2 6 ) を 見れば 1 時間値の 1 日 平均値は 、 鳥取市 2 4 Ppm 倉吉市 2 2

ppm 、 米子市 2. 8 ppm 、 境港市 1 . 1 ppmで 、 1 時間値の 8 時間平均値は 、 鳥取市 3 3 ppm~ 2 1 ppm 、 倉吉市2. 9

ppm~ 1 6 p皿 、 米子市 4. 4 ppm~ 1 . 7 ppm 、 境港市 1 1 ppm ~ 1 o ppm と い ずれ も 環境基準 を下回 っ て い る 。

) 以上の測定結果 を 昨年 と 比較す る と 汚染 の進行は認 め ら れ な い oト
ノ
締
爬
#

“も
も

( 測定地点 鳥取市末広温泉町 )
( 単 位 : ppの

紙
1 時 間 値 1 時 間 値 の 8 時 間 平 均 値 1 時 間 値 の 1 日 平 均 値

最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値

5 0 2 0 O 1 5 2 0. 8 9. 8 3 . 7

5 1 2 0 O 1 3 6 0 7 9 1 1 9

5 2 1 5 O 7 5 1 . O 4 6 2 . l

5 3 1 0 O 5. 6 0. 5 3 7 2 0

褻 表 2 4 一酸化炭素濃度測定結果経年変化

-、 3 1 -



表 2 5 一酸化炭素濃度測定結果経年変化 ( 測定地点 . 米子市加茂町 )
( 単 位 : ppの

紙
1 時 間 値 1 時 間 値 の 8 時間 平均値 1 時 間 値 の 1 日 平 均 値

最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値 最 高 値 最 低 値

5 3 8 O 6. O 0. 1 3 . 8 0 5

表 2 6 環境週間中の一酸化炭素濃度測定結果
( 単 位 皿 )

※
昭 和 5 1 年 度 昭 和 5 2 年 度 昭 和 5 3 年 度

1 時 間 値
1 時 間 値 の

8 時間平均値
日平

擁

1 時 間 値
1 時 間 値 の
8 時間平均値

日平

蠣胆

1 時 間 値
1 時 間 値 の
8 時間平均値

日平

擁但朧 最離 最離 最低値最高値 最離 最離 最襁 最離 最艇 最離 最離

駄市
日獅打

セ ノタ -
2 6 4 2 3 4 1 8 2 4 4 2 6 3. 9 7 0 3 3 2 2 4

館市 事物暁駅前 8 1 3 8 1 2、 2 9 7 1 3 9 1 1 2 7 4 1 2 9 1 6 2 2

米子市
明 治

生 命 前
8 0 4 7 0 5 2 9 7 0 4 1 0 7 2 6 5 4 4 2 8

鰤
鳥組銀製輻港

支 店 前
2 0

図 1 県内 自動車保有台数の推移

昭和 4 5 3 月 の め のめのる昼食&&&&昼

4 6, 3 の 昼あるあるあの

4 7 3 め 分合昼食あの凸

4 8, 3 の 凸のる あののめ

　 　 　 　 　　　　　　　

5 0. 3

5 1 3

5 2. 3

5 3

5 4 3

の 昼あるあるあのるの

め分合昼食あののめのめ凸

のめのめあるあるある今のめのめ

のめのめあのああののめのめ畳め

　

( 8 5, 1 8 2 台 )

( 1 0 0, 1 2 8 台 )

( 1 1 7, 3 5 3 台 )

( 1 3 3, 6 3 1 台 )

( 1 4 8, 8 9 6 台 )

( 1 6 0, 3 0 6 台 )

( 1 6 9, 1 7 4 台 )

( 1 8 2, 2 7 5 台 )

( 1 9 6, 6 2 6 台 )

( 2 1 1 , 5 2 7 台 )

℃鳥取県陸運事務所調べ )

　 　 　　　　　　　　　　　　　

め &

る昼食のめ&のあるのめのめある

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 　

のめの &&&&あののめめの昼食

　　　 　　 　

(3 ) 浮遊粒子状物質

浮遊粒子状物質の測定は、 光散乱法に よ る 自 動測定機に よ り 浮遊粉 じ ん の測定 を し、 併セ

ロ ー ボ J ウ ム エ ア ー サ ノ プ ラ ー を用 い た浮遊粒子状物質 ( 大気中 に 浮遊 し て い る粉 じ ん 〃

ち粒径が 1 0 ク ロ ン以下の も の ) の 同時採取 を行い濃度補正 を行 う 方法で昭和4 8年 9 月 か し

取市松並町 ( 鳥取県衛生研究所 ) で実施 し て い る 。 叉昭和5 4年 3 月 か ら 、 コ ンブ ナ ー 方式 “

る 移動局 を 設置 し、 港湾埋立て事業に伴 う 環境監視 を開始 し て い る 。 ( 表2 8 )
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昭和5 3年度の測定結果 ( 表 2 7 ) を 見 る と 有効測定 日 数は 3 5 6 日 で 1 時間値が 0 1 5 場 / # ~

o o o 礪 / 濯 と 環境基準 ( 0 2 0 掘"# 以下 ) を下回 っ て い る 。 叉 、 1 時間値の年平均値は 0. 0 2 5

啼/#で過去 4 年間 の経年変化 を見て も 汚染 の進行は認め ら れ な い 。

表 2 7 自 動測定機に よ る 浮遊粒子状物質濃度経年変化 ( 測定地点 鳥取市松並町 )

年度
有効
測定
日 数

測 定

時 間

年 平

均 値

1 時 間 値 が
0 2 0 場 / # を
こ え た 時 間
数 と そ の 割 合

日 平 均 値 が
0 1 0 鰡 / # を
こ え た 日 数
と そ の 割 合

1 時 間 値 日 平 均 値

最高値 l 最低値 最高値 最低値

( 日 ) ( 時間 ) (場ソれの ( 時間 ) ( % ) ( 日 ) ( % ) く れ“# )

4 9 3 0 2 7, 0 6 5 0. 0 4 2 3 2 0. 5 6 2. O 0 . 4 8 0. 0 0 0. 1 2 0 0 0 0 5

5 0 3 2 7 7, 7 3 9 0. 0 4 2 1 5 0 2 5 1 5 0 5 5 0 0 0 0. 1 2 5 0 0 0 3

5 1 3 3 3 7, 9 1 6 0 . 0 3 7 5 0 1 1 0. 3 0 . 6 0 0 0 0 0 1 5 5 0. 0 0 4

5 2 3 5 3 8, 4 1 5 0 0 2 3 2 0 0 O 0 0 2 3 0 0 0 0. 0 5 7 0 0 0 6

5 3 3 5 6 8, 4 7 7 0 0 2 5 O O O O 0 1 5 0 0 O 0. 0 6 7 0. 0 0 2

値

園 有効測定 日 数 と は、 1 日 の測定時間が 2 0時間以上 あ る 日 数

表 2 8 コ ン ブ ナ ー 方式に よ る 移動局測定結果 ( 浮遊粒子状物質 )

測 定 場 所

蕁認
測定期間 日 数

( 日 )

測定

時間 時値平値1間の均
1 時 間 値 が
0 2 0 れ“# を
こ え た 時 間
数 と そ の 割恰

日 平 均 値 か
0. 1 0 啼ソ琺 を
こ え た 日 数
と そ の 割 合

1 時間値 日 平均値

最高値 l 最低値 最高値 最低値

( 日 ) 僻間 (囮“ば) (時間) ( % ) ( 日 ) ( % ) ( 硯“# )

境 小 学 校 3 5 ^) 3. 1 2 6 1 4 4 0. 0 4 3 O O O O 0. 1 8 0. 0 1 0 0 7 1 0. 0 1 9

境港工業高校 3. 1 2 () 3. 1 9 6 1 4 4 0. 0 3 9 O O O O 0. l o 0 0 1 0. 0 5 1 0. 0 3 1

波 小 学 校 3. 1 9 ^) 3. 2 6 6 1 4 4 0. 0 3 2 O O O O 0. 1 0 0 0 1 0 . 0 4 8 0. 0 2 2

米 子 保 健所
3. 1 () 3. 5

3. 2 6 () 3. 3 1
8 1 9 1 0 . 0 2 7 O O O O 0. 1 3 0 0 0 0. 0 5 6 0 0 1 5

国 境小学校に お け る 測定結果は 、 粉 じ ん の プ ー タ ( 粒径 l o ~ ク ロ ソ以上 の粉 じん を含んだも の )
有効測定 日 数 と は 、 1 日 の測定時間が2 0時間以上 あ る 日 数

せて

の う

ら 島

(4) 窒素酸化物

窒素酸化物 の測定は 、 ザ ル ッ マ ソ試薬 を用 い る 吸光光度法 ( ザ ル ッ マ ソ係数 0. 8 4 ) に よ る 自

動測定機に よ っ て昭和48年 5 月 か ら鳥取市松並町 ( 鳥取県衛生研究所 ) で 実施 し て い る 。 又 、

昭和5 4年 3 月 か ら 、 コ ンブ ナ ー方式に よ る 移動局 を設置 し、 港湾埋立て 事業に伴 う 環境監視 を

& よ
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開始 して い る 。 ( 表 3 0 )

昭和5 3年度 の測定結果 ( 表 2 9 ) を見 る と 二酸化窒素に お い て 1 時間値の 1 日 平均値 0 0 2 6 p皿~

0 0 0 3 ppm と 環境基準 ( 0 0 6 皿以下 ) を 下回 っ て い る 。

叉、 過去 5 年間 の経年変化 を見 る と 二酸化窒素の汚染の進行は認め ら れ な い 。

表 2 9 自 動測定機に よ る二酸化窒素濃度の経年変化 ( 測定地点 鳥取市松並町 )

年度
有効測定

日 数
測定時間 年平均値

日 平均値が0. 0 6

ppm を超 え た 日 数

と そ の 割 合

1 時 間 値 日 平 均 値

最 高 値 - 最 低 値 最 高 値 ' 最 低 値

( 日 ) ( 時間 ) ( ppm ) ( 日 ) ( % ) ( ppm )

4 8 3 2 6 7, 7 7 8 0. 0 1 1 O O 0 0 6 0. 0 0 0. 0 2 8 0 0 0 0

4 9 3 0 8 7, 3 3 8 0. 0 1 0 O O 0. 0 7 0. 0 0 0. 0 2 9 0 0 0 0

5 0 3 1 9 7, 5 0 2 0. 0 1 2 O O 0. 0 8 0. 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2

5 1 2 7 0 6, 3 6 8 0. 0 1 3 O O 0 1 2 0. 0 0 0 0 5 5 0. 0 0 1

5 2 3 4 1 8, 0 3 9 0. 0 1 2 O O 0. 0 7 0 0 O 0. 0 3 2 0. 0 0 3

5 3 3 2 0 7, 6 3 1 0 . 0 1 1 O O 0. 0 8 0 0 0 0 0 2 6 0. 0 0 3

園 有効測定 日 数 と は、 1 日 の 測定時間が2 0時間以上 あ る 日 数

表 3 0 コ ン ブ ナ ー方式に よ る移動局測定結果 ( 二酸化窒素 )

測 定 場 所 測定期間

有効側

定 日 数

測 定

時 間

1 時間

値の平

均 値

日 平均値力め. 06

p剛 を超 え た 日

数 と そ の割合

1 時間値 日 平均値

最高値 l 最低値 最高値 -最低値

( 日 ) ( 時間 ) ( ppの ( 日 ) ( % ) ( ppの

境 小 学 校 3. 5 () 3. 1 2 6 1 4 4 0. 0 1 4 O O 0. 0 4 0. 0 0 0. 0 2 2 0 0 0 2

境港工業高校 3. 1 2 ^) 3. 1 9 6 1 4 4 0. 0 0 6 O O 0. 0 3 0. 0 0 0. 0 0 8 0. 0 0 0

渡 小 学 校 3. 1 9 ^) 3. 2 6 6 1 4 4 0. 0 0 3 O O 0. 0 2 0. 0 0 0. 0 0 5 0 0 0 0

米 子 保 健 所
3. 1 () 3. 5

3 . 2 6 () 3. 3 1
8 1 9 0 0. 0 1 6 O O 0 0 7 0. 0 0 0. 0 2 8 0 0 0 8

圏 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が2 0 時間以上 あ る 日 数

(5 ) 光化学オ キ シ ダ ン ト

オ キ シ ダ ン ト の 測定は電量法に よ る 自 動測定機に よ っ て 昭和4 8年 6 月 か ら鳥取市松並町 ( 鳥

取県衛生研究所 ) で実施 し て い たが 今年度は機器更新を行い 昭和5 3年1 2 月 か ら 、 吸光光度
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法 に よ る 自 動 測 定機 に よ り 測 定を経続 し て い る 。 ( 表 3 1 ) 叉 、 昭和5 4年 3 月 か ら 、 コ ンブナー

方式 に よ る 移動局を 設置 し 、 港湾埋立て 事業に伴 う 環境監視を 開始 し て い る 。 ( 表 3 2 )

表 3 1 自 動測定機に よ る オ キ シ タ ソ ト 昼間濃度の経年変化 ( 測定地点 鳥取市松並町 )

年度 効定数有測日 鰊蠣 解擁
1 時間値

0 0 6 P則 を

超 え た 時
間 と 割合

1 時間値 日 平均値

間定数昼側日 間定間昼測時
昼間の 1 時
間値勤め. 0 6
ppmを超 えた
日数 と 時間
数

昼間の 1 時
間値が0. 1 2
ppm以上の 日

数 と時間数

昼問わ
1 時間
値の最
高値最高値 最低値 最高値 最低値

(日) 鵤間) (pぬ (時間) 翰 ( ppの ( p皿 ) (日) 時間) 旧) (時岡 画 僻網恥 (pぬ

4 9 3 5 1 8, 3 5 5 0. 0 2 0 4 0. O 0 0 7 0. 0 O 0. 0 3 5 0 0 0 2 3 5 2 5, 2 1 2 1 2 O O 0. 0 7

5 0 3 4 8 8, 2 4 2 0. 0 1 6 1 0 0. l 0 0 8 0. 0 0 0 0 4 5 0. 0 0 1 3 6 2 5, 2 3 7 3 1 0 O O 0 0 8

5 1 3 5 2 8, 3 3 9 0. 0 1 9 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 1 3 6 4 5, 2 7 1 1 2 O O 0. 0 7

5 2 測 定 実 績 な し

5 3 1 0 6 l 2 5 2 6 I 0. 0 2 4 I 0 I 0 I 0 . 0 6 l 0 0 0 I 0 0 4 2 I 0 0 1 1 I 1 0 7 1 ,5 7 9 l 0 I 0 l 0 l 0 l 0 0 6

園 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 2 0時間以上あ る 日 数

昼間 と は 5 時か ら 2 0時ま での時間帯

昭和5 3年度測定か ら 吸光光度法に よ る 測定

表 3 2 コ ン ブ ナ ー 方式 に よ る 移動局測定結果 ( オ キ ダ ン ト )

値

せ
島努

帆奪
睦
#
蔑

ま
^萎

び丞
艦
叢
至
極
蟹
終
焉
藤

巨牀
萎醸

す
路
浚
定
勢
貌

r

測掟場所 鰊蠣 繃鰈檄 掟蠣
損

燿廳糒
日平均値

薯酵翻齪皸弱齪騙
昼間の 1 時
間値が0. 0 6
ppmを超えた
日数 と時間
数

昼間の 1 時
間値が0. 1 2
ppm以上の 日

数 と噺日数 翻α嚇働繭
(日) (時間) @⑬ 猥超ゆ 翰 ( p卯 ) ( ppm ) (日) 獨印 (日) 鰈稲沙 (日) (時間 @⑩

境小学校 3.庁:.物 6 1 4 4 0 0 3 3 1I- 0. り 0 . 0 7 0 0 0 0. 0 6 2 0 0 1 9 8 9 9 O O O O 0. 0 5 5

境 港 工
業 高 校

3 物Y3.的 6 1 2 0 0 0 3 4 O O 0 0 6 0. 0 0 0 0 4 2 0 0 2 5 8 8 9 O O 0 O 0 0 4 5

渡月学校 3.I9Y3お 6 1 4 4 0. 0 4 5 O O 0. 0 6 0 0 1 0. 0 5 0 0 0 3 9 8 9 9 O O O O 0 0 5 1

米 子

[保 健 所
3. 1ん毬. 5

3 鮒毬.乱
9 2 1 3 0. 0 3 2 O O 0 0 6 0. 0 0 O G 4 4 0 0 2 5 1 1 1 4 0 O 0 O O 0 0 4 8

園 有効測定 日 数 と は 、 1 日 の 測定時間が 2 0時間以上あ る 日 数

昼間 と は 5 時か ら 2 0時ま での 時間帯

(6) 降下ばい じ ん

降下ぽい じ んの 測定は 、 テ ポ ジ ト ゲ ー ジ法 に よ る 測定 を 昭和4 6年 9 月 か ら 開始 し 、 現在 4

　 　

屹度
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昭和5 3年度の 測定結果 ( 表 3 3 ) を 見れ ば、 最高は鳥取市栄町 ( 山陰合同銀行鳥取支店 )の 1 0 8

如 / 擬 / 月 で 、 最低は 米子市舵町 ( 西部総合事務所 ) の 0. 9 物 / 効 / 月 で あ る が 、 年平均 を見

る と 全測点て 汚染の 目 安 と さ れて い る 1 0未満ね / 劫 / 月 の 部類 に 入 り 軽微 な 汚染 と い え る

叉 、 経年的 にみて も ほぼ同程度で汚染は少 な い と い え る 。

表 3 3 降下ばい じ ん量の経年変化 ( 単位 物 / た“ / 月 )

＼＼＼~麹定年月測定点

昭 和 5 0 年 度 昭 和 5 1 年 度 昭 和 5 2 年 度 昭 和 5 3 年 度

最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 廳 最低 平均

鳥 取 山陰合同銀行鳥取支店 9 7 2. 6 6 0 9. 7 1 6 4 7 1 0 0 2 7 6. 2 1 0 8 2 3 6 0

倉 吉 倉 吉 市 役 所 7 1 2 1 4 8 5 7 1 5 3 3 5. 5 1 7 3 . 2 8. 4 1 . 1 4 0

米 子 西 部 総 合 事 務 所 7. 2 1 . 8 4 1 1 3 0 1 8 5. 7 5 9 2 1 3 8 9 2 0 9 4 1

境 港 済 生 会 境 港 病 院 9 5 1 . 9 4. 2 1 2 5 1 . 8 5 7 6. 5 1 . 9 3 9 9. 8 1 7 4 8

日 吉津 日 吉 津 小 学 校 4 4 1 . 6 (3. 1 6. 1 1 . 2 3 0 7. 2 1 5 3 8

ね =

困 ( ) 内 は年度 を 通 し て 採取時間が 6. 0 0 0 時間に達 し な い 場合

ザ ボ ン ノ ト ゲ ー ソ法 に よ る 降下ばい じ ん汚
染度の評価

汚染度
降下ばい じ ん量
く れ / た旛 / 月 )

評 価

‘11 1 0 未満 軽 微 な 汚 染

2 1 0 以上 2 0未満 中 等 度 の 汚 染

3 2 0 以上 高 度 の 汚 染

第 2 節 大気汚染 の 防止対策

乍 法 ･ 条例による規制

(1 ) 法に よ る 規制

大気汚染防止法の し く み と し て は 、 施設の 種類 を定め ( 現在、 ばい 煙発生施設2 8種 、 粉 し ん

発生施設 5 種 ) 各施設を 設置 し よ う と す る 者 、 及び現に 設置 し て い る 施設 を変更 し よ う と す る

者 に対 し て は 、 届 出の 義務 ( 大気汚染防止法第 6 条設置届、 同法第 8 条変更届 ) を 課 し 、 叉 “

い 煙排出者の 遵守すべ き 排出基準に従い 、 こ の排出基準 に適合 し な い場合、 知事は ばい 煙排 ま

者に対 し 直罰 を 下す ( 同法第 1 3条 ) か 、 あ る い は 、 。十画変更や改善 を 命 じ ( 同法第 1 4条 )

れに従わ な い場合は罰則が適用 さ れ る 。

現在、 硫黄酸化物 ばい じ ん 有害物質 窒素酸化物等に つい て 、排出基準が定め られてい る
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釜 ア 硫黄酸化物

0 8 硫黄酸化物の排出基準は 、 排出 口 の 高 さ に応 じ て定め ら れた硫黄酸化物の 。午容限度 と し て
キ見 -3 2 ▲ ÷ ‐

q = K x I ぴ3 . 日 e2 ( q は 1 時間当 た り の硫黄酸化物排出量 、 H e は有効煙突高 、 K : 排出

係数 ) で表 さ れて お り 規制 は K値で行われてい る 。 本県 は 、 昭和4 9年 4 月 1 日 か ら全域が

1 7 5 と な っ て い る 。

イ ばい じ ん

ばい じ ん の排出基準 は 、 ばい煙発生施設 におい て発生 し 、 排出 口 か ら 大気中 に排出 さ れ る

ばい じ ん量 に つい て 、 発生施設の種類及び規模ご と に規制 さ れてい る 。 ( 総理府令第 4 条 )

ウ 塩化水素

塩化水素の排出基準 は 、 ばい煙発生施設 におい て発生 し 、 排出 口 か ら 大気中 に排出 さ れ る

塩化水素 に つい て 、 発生施設の種類 ご と に規制 さ れて お り 本県では廃棄物焼却炉が該当 し

て い る 。 ( 総理府令第 5 条 )

ェ 窒素酸化物

固定発生源に対す る 窒素酸化物 に係 る排出規制 に つい て は 、 昭和4 8年 8 月 に大型施設 を対

象 と す る 第 1 次規制が 、 昭和5 0年 1 2 月 に は対象施設の拡大等 を主な 内容 と す る 第 2 次規制、

更 に昭和5 2年 6 月 1 8 日 付で既設大型施設 、 新設施設の基準強化並びに規制対象施設の規模

種類の拡大 を主 と す る 第 3 次規制が施行 さ れた 。 ( 表 3 4 )

オ 粉 じ ん

粉 じ ん は 、 防 じ ん フ ー ド 、 散水設備 、 防 じ ん カ バ ー等の構造 使用 管理に関す る 基準が

規定 さ れて い る 。

以上、 県 では排出基準の遵守 を監視す る た め 、 県内各保健所及び衛生研究所 を通 じ て 、 施設

立入検査を行い 、 煙道中排ガス測定 、 重油の抜 き取 り ( い お う 分測定 ) 等 を実施 し 、 排出基準

を上回 っ て い る 場合に は 、 ばい煙 を大気中 に排出す る 者 に対 し 、 低い お う 分燃料への切替 え 、

実煙突高の補正 、 施設稼動の再検討 、 集 じ ん装置等の 処理施設の 設置 に つい て指導 を行い 施

設の改善に当た っ てい る o

昭和5 3年度末現在に お け る ばい煙発生施設 ( 表3 5 ) ま た粉 じ ん発生施設 ( 表3 6 ) は次の と

お り で あ る 。

う 。

乙均 封
6 o 慕

41
8

38

し ん

す る

叉 ば

巨排出

こ
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表 3 4 有害物質の排出基準 ( 窒素酸化物 )

親 籠り の

種 類

自 動 車 の 種 類 燃料種別

許 容“ 限 度 (測定法別 }

( g/k m 】
g ノ プ ス {% ま丈

アイ ド J

ノ獨

(%まゾ

は 脚の

r

一走行

( g

ゾ ゼ ル 自 動 車

観鰔6 モ ト

P円)

全 員

商 時

蝋隠、

カロ 速 時

( CO 〉

新 車

乗 用 車
普通 ･ 小型 ･ 軽

偏に 目 1 0 ノ＼駿鋏｢F )

ガ ン J /

L P G
8 5 0 5 0 4

貨 物 車
茎觜昶亞 ･ ′j 淀型 ･ 蔗蓋

2 5 ト ノ鳧抜｢F )

ガ ン j ノ

L P G
一7 。 1 3 0 0

1

5 0 4

はフ ノリ ( 褶貧る痰壷 )

ガ ン J / 1 6 % 4 8 4

L P G 1 1 % 4 8 4

乗 用 車

貨 物 車
普通 ･ 小型 軽 油 9 8 0 4 9 9

使 用

過程車

乗 用 車

貨 物 車
普通 ･ ′｣ ･型 ･ 軽

ガ ン ノ ノ

L P G
礼 5 % 4 7 0

炭化水素(虻)
気

管

ガ

l

新 車

乗 用 車

普通 ･ 小型 ･ 軽

(定員 1 0 人駿象乍で )

( 4 サ イ ク ′ し奉り

ガ ン J /

L P G
0 3 9 9 5 5 0 礼

騒 2 サ イ ク ノレ車 )
ガ ン ノ ノ

L P G
0 3 9 9 5 5 2 1 0

( 逡 證 輩 )

普通 ･ 小型 ･ 軽

( 2 5 ト ン 妻双下り

4 サ イ ク ル馨の

ガ ン J /

L P G
2 7 1 7 0

S 0 4 ＼

軽 ( 2 サ イ ク ル茸弐 )
ガ ン ノ ノ

L P G
1 5 0 7 0 0 5 1 4 1

“ベラ ノ"
萎音 壇亟 ･ ′｣澤型

( a 5 ト ノ 以上定員 1 0人超

ガ ン J / 5 2 0 中

48

L P G 4 4 0 ′′

乗 用 霰

館 物 堅
普通 小型 軽 油 6 7 0 4 9 9

l

使 用

過程車

乗 用 車

普通 ･ 小型 ･ 軽

( 4 サ イ ク ル尊効
ガ ン ノ ノ

L P G

1 , 2 0 0 中

S o l2 サ イ ク ノ レ車 7 , 8 0 0 ′ゾ

特殊 エ ノ ノ ノ車 3 3 0 0

貨 物 車

普通 ･ 小型 軽

4 サ イ ク ル蕁亙 )
ガ ン ノ ノ

L P G

1 2 0 0 ノン

5 0 62 サ イ ク ル車 7 8 0 0

-

3 3 0 0特殊 エ ノ ノ ノ

プロ 一人

イ ガ
新 車

乗 用 車

貨 物 車
普通 ･ 小型 ･ 軽

ガ ン J /

L P G
0 4 5 9

鱗ガス 新 車
乗 用 車

貨 物 車
普通 ･ 小型 ･ 軽 ガ ン ′ / 2 0 4 7 7

、 素

薪

車

乗 用 車

普通 小

型 経

1 ト ノ 駿以 ｢F

ガ ノ リ ノ

8 0

1 ト ノ 超 1 2 9 0

軽 2 サイ ク ル 0 5 4 0

全 車 種 0 8 6 0

貨 物 車

( マイ ク □ )

普通 ･ 小

型及び騒

貨 物

( 4 サ イ

ク ル )

金 車

ガ ノ リ ノ

2 3 2 0 0

1 7 ト ノ 鳧次 ｢ド
1 4 1 0 0

普 通 ･ 小 型

2 5 ト ノ 鳧以 下

甑･ ′i型 ･癩物

( 4 サ イ ク ル )

1 6 1 1 0

軽貨物 “ サイ ク ル ) 0 5 4 0

はフ ノリ
普通 ･ /｣ ･ き型

( 2 5 ト ン 超定員 1 0 人超 ) L P G

1 8 5 0 P図

1 3 9 0

はフ ノリ
普 通 ･

小 型

直 畷 式

軽 油

8 5 0 P関

7 0 0

目g 室 式

5 0 0

4 5 0

( イ ゼ鋒 )
新 車

乗 用 車

貨 物 車
普通 ･ ′｣ ･型 軽 油

5 0%口紙

汚 染 度

伏 用

蝨定型車

乗 用 車

貨 物 車
普通 ･ 小型 軽 油

5 0% 口紙

汚 染 度

減 少、 故 げt

l ( ‘ r

使 用

ぬ料亭

乗 用 車

貨 物 車
普通 ･ 小型 ･ 軽

L P G
ま H C 、 N o x 滅 2 初登録が 4 2 1 2 3 1 以前 の も の

少、装置 3 月艇気ガ ス 対策 (4 8 4年度規制 完了車

“ 宅 I S I 年 4 月 1 日 か り の 規制 の う ち 、 継続し 生 産車 は 5 2 年 3 月 1 日 輸入車 は 5 3 年 3 月 1 日 か り 適用 す る 。

5 2 年 8 月 日 か り の 規制 の う ち 、 継錺楚生産車 ま 5 3 年 4 月 日 か り 適用す る 。

5 3 年 4 月 日 か り の規 制 の う ち 、 継続し生産車 ば 54 年 4 月 日 輸入車 は 5 6 年 4 月 日 か ら 適用 す る 。

S 4 年 1 月 日 か り の 規制 の う ち 、 継続生産車 は 5 4 年 1 2月 日 、 輸入車 は 5 6 年 4 月 日 か り 適用 す る 。
5 4 年 4 月 1 カ リ の 親官 継続生産車 は 5 5 年 3 月 日 輸入車 は 5 6 年 4 月 日 か り 適用 す る 。

- 3 8 ~

-
-LF
=

′-
!

-
r

′
曲
=
=

"は
1r
“

==r
-
=
=
自
国
川
蝉

1此
川
棚

h〃
-
j
-
-

!
“
-

‘‘=1
i
雛
皿m出

川
--
‘

-'
′

-
1
‘

=
=
田
川
=
-=川肛

拜
==

“==
=

馴m
m=“==

=
1

f
-

-j
′11

1j
-
l

!
ー
f
-
‘

ー
‘
ー

←;
ー
i
=
=
I

I=
=
リ
ー

1l
1
I
r“

I
1
1

′I
j
ー
ー
-
-
!

-i
-l

i
i
l
I

1
1
r

l
‘
--

‐′
1
1

-‘-‘-′-‘-‘-‘'‘‐･‘
‐“′.′‐"‐"‐･,1‘'“-“--11ノー“-“‐.1

‘‐･!'‐′】111--11-r--
'‐、--■1r-11--11--‘-----!-I--11-

r
′



表 3 5 大気汚染防止法 に基づ く ばい煙発生施設種類別届出数

令別表

籍穹
施設名 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 。十

-1I- ボ イ フ ー 1 6 4 1 8 1 4 8 1 1 9 1 1 2 4 8 0

2 ガ ス発生炉 2 2 4

5 溶 解 炉 7 7

6 金 属加熱炉 7 6 1 3

7 石 油加 熱炉 “14 1 2

9 焼 成 炉 ･14 5 6

1 0 直 火 炉 3 3

1 1 乾 燥 炉 7 の 4 の 1 〔 1〕 7 の 7 〔3〕 1 〔 1〕 2 7 乾の

1 2 電 気 炉 2 2

1 3 廃鰯蹴炉 8 9 2 6 3 5 1 1 7 1

。十 1 8 3 ( 1 2 5 ) 3 1 ( 2 7 ) 1 7 ( 1 3 ) 1 0 1 ( 7 5 ) 2 5 9 ( 1 5 6 ) 2 4 ( 1 9 ) 6 1 5 ( 4 1 5 )

( 昭和5 4年 3 月 3 1 日 現在 )

園 0 骨材乾燥炉数 ( ) 工場 事業場数

表 3 6 大気汚染防止法 に基づ く 粉 じ ん発生施設種類別届出数

令別表
第二の
項番号

施設名 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 。十

2 堆 積 場 2 1具 1I▲ 4 8

3 コ ン ベ ア 2 5 2 5 3 1 7

4 窿 斐 釀 4 6 2 4 1 1 7

5 ふ る い 3 2 1 6

。十 8 ( 4 ) 1 5 ( 4 ) 6 ( 1 ) 2 ( 2 ) 1 3 ( 7 ) 4 ( 1 ) 4 8 (1 別

( 昭和5 4年 3 月 3 1 日 現在 )

園 ) 工場 ･ 事業場数

( 2 ) 自 動車排出 ガス 規制

自 動車排出 ガス に よ る 大気汚染防止対策 と し て 、 国 におい て は中央公害対策審議会の答申 に

基づき新車及び使用過程車 を対象 と し て一酸化炭素 、 炭化水素 、 窒素酸化物等 に係 る規制が段

階的に強化 さ れ、 排出 ガ ス量の 削減が図 ら れてい る 。 ( 表 3 7 )
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表 3 7 自 動車排出 カ ス 許容限度

( 単位 . 黛 / N歴 p卸 )

施 設 の 種 類

燃 料

排 カ ス 設 置 時 期

備 考 on規 模 () 4 8 8 9 48 & 1 0 ^) 5 0 1 2 9 5 0 1 2 1 G) 526 1 7 5 2 6 1 8′し

燃 料 万N 記 / H 1 次 2 次 3 次 1 次 2 次 3 次 2 次 3 次 3 次

ポ

専 比

~ < 0 5 1 5 0

05 ≦≦ ~ < 1 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 50

1≦~ < 4 1 5 0 → 1 5 0 → 1 3 0 → 1 3 0

4≦≦ ~ < 1 0 1 3 0 → 1 3 0 → → 1 3 0 → 1 0 0

1 0 ≦≦ ~ < 5 0 1 7 0 r一 1 3 o → 1 3 0 → →

｢

1 0 0 ｢ → 1 0 0

5 0≦~ 1 7 0 テー 1 3 o → 1 3 0 → → 1 0 0 → 6 0

石 炭 専 廃

~ <05 4 0 0 . ･ 天井ハ ナ ば 65 0皿" / N記
( 52 6 1 8以降)

･ 火胡□分醤壗駄型樹先刻渦熱語呂を有
05≦~ く 1 ◆ 4 8 0 ･ 4 8 0 ･ 4 8 0 4 0 0

1≦~ < 4 7 5 0 ◆ → 75 0 ◆ → 48 0 ◆ → 4 0 0 する も のは 篩ひ

時の火炉爛疑生髯が1 4万回 /
莊 / H以上の もの ) ‘ -限る。
7 5 0饉 / N疑 (~ 5 5 隻 3 0 )
5 5 0館 / N鯖 ( 5 5 5 0

4≦ ~ < 1 0 7 5 0 噂 一 4 8 0 → ◆ → 4 8 0 寧 → 40 0

1 0≦~ 75 0 → ･ 4 8 0 4 8 0 → ◆ → 4 80 ･ → 4 00

固 体 燃 焼

~ < 0 5 4 0 0

05 ≦≦ ~ < 1 4 80 4 8 0 4 8 0 4 0 0

i≦~ < 4 6 0 0 → 6 00 4 8 0 → 4 0 0

4 S≦ ~ < 1 0 6 0 0 → 48 0 → 4 8 0 → 4 0 0

1 0宝~ ｣ 60 0
→ 4 80 4 8 0 → → 48 0 → 4 0 0

原油 ル

専 焼

~ < 0 5 ･ 1 8 0 ･ 顫壺丁 ば 52 9 I 0 乾次ぐ峰

“ 運動判は 55 1 o l 蕩如峰

)鯛繊疏付

0 5ご≦ ~ < 1 葬 芭 o @8 の 菱劫 @8の あ き o @㈱ ◆ 1 8 0

1≦ ~ < 4 2 8 0 2 8 0 を8 の 2 8 0 → 1 5 0 → 1 5 0

4≦ ~ < 1 0 2 8 0 2 8 0 を8 の 1 8 0 → 1 5 0 → 1 5 0

1 0≦ ~ < 5 0 2 8 0 → 1 9 0 @ 1 の 1 8 0 → → 1 5 0 → 1 5 0

5 0≦【 ~ く3 0 0 28 0 → 1 8 0 似 1 の 1 8 0 → → 1 5 0 → 1 3 0

l oα≦ ~ 28 0 1 8 0 1 8 0 → → 1 6 0 → 1 3 0

そ の 他

~ < 05
′

◆ 1 80 ･ 鯏蜥テ 52 9 1 0 鳧粥峰

◆ ◆ 運朝羽 5 5 1 0 1 鳧粥峰

0 捌癰硫付

" ‐ 拶耀轆硫付を磨 く

0 5≦ ~ < l 蓋 8 0 @8 の 彦 6 o Q 8の 獲 6 o “8 6 ◆ l 8 0

1≦ ~ < 4 2 3 0 Q 5 の 2 3 0 @ 8の 1 5 0 1 5 0

4≦ ~ < 1 0 ◆ ◆ う 9 0 1 9 0 @ 1 の 1 8 0 → → 1 5 0 → 1 5 0

l o≦ ~ < 50 2 3 0 → 1 9 0 の 1 の 1 8 0 → 1 5 0 → 1 50

5 0≦≦ ~ くコ 0 0 2 3 0 → 1 8 0 @ 1 の 1 8 0 → → i SO → 1 3 0

l o o "≦ ~ 23 0 → 1 8 0 1 8 0 → → 1 5 0 1 3 0

金 属 加 勢 炉

~ < 05 1 8 0

く ) は鰕。匁鋼自用力原動炉

◆ 爆閉榊 膊g 用力醗酵叱炉を除く

0 5≦ ~ < 1 拗 Q0の 至 7 0 ㈲⑭ 1 ; o @o q 1 5 0

1≦ ~ < 4 " 2 0 0 → ◆ 2 0 0 → → ◆ 1 5 0 → 1 3:継げ
4 "≦ ~ く め ･ 2 2 0 → 1 7o Q o の ･ 2 0 0 → 玄 7 0 2 0の ｢ 5 0 → 1 3縊8,

1 0≦~ 2 2 0 生 6 0 Q Oの ･ 2 0 0 → 至 6 0 2⑨ ] 0 0 → 1 0 0

石 油 加 数 炉

~ < 0 5 1 8 0 { ) は排煙脱硫付
◆ エチ レノ分解炉、 芳囃 vu罔砕牝芻ロ
メ タ ノ ル刷受賞旁ロア ノモニア

改を賞 ′炉を眸く

" 麹中 山力隙艘旁"〆 タ ノ ル壱妃笹谷団□
を除く

… ‐ エチ レノぅ荊価覇ロを除く

05 ≦ ~ < 1 1 8 0 Q 9 の 1 8 0 Q 9 の 1 8 0 0 9 0 1 5 0

1≦~ < 4 ◆ 1 8 0 喀 嘩 ｢ 8 0 ◆ 1 7 0 → → 1 5 0 → 1 3 0

隻≦~ く 1 0 ･ 2 1 0 亀 ◆ 1 7 0 ◆ 1 7 0 → → 1 0 0 0 0

1 0≦ ~ ･ 2 1 0 → 1 7 0 ◆ 1 7 0 → → 1 0 0 → 1 0 0

セ メ ノ ト 焼成炉
~ < 1 0 ◆ 4 8 0 ◆ 4 8 0 ◆ 4 8 0 3 5 0 ･ 遼茜弍を幹く通勤弔 5 6 4 1 膣粥峰

1 0≦ ~ ･ 4 8 0 事 4 8 0 2 5 0 → 2 5 0

コ ク ス 炉
~ < 1 0 ◆ 3 5 0 ◆ 3 5 0 ･ 3 5 0 0 ◆ オ ノ ト 型を除く

1 0≦~ ◆ 3 5 0 3 5 0 2 0 0 → 0

焼 結 炉
に≦~ < 1 0 2 7 0 2 0 2 7 0 2 2 0 ベ レ ノ ト 弧挽炉は醇全く

1 0≦ ~ 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 2 0

ア ル ~ ナ鰕焼炉 1≦ ~ 2 0 0

廃 棄 物焼 却炉 4≦~ 2 5 0

硝 酸 製造 施設 全 施 設 2 0 0 2 0 0 → → 2 0 0 → 2 0 0 適用 5 1 7 1 袋刻峰

園 1 次規制

2 次規制

3 次規制

48 8 1 0 施行

5 0 1 a l o 施行

5 2 6 1 8 施行 き 讓 獺嚢擁護癈 孝 べ き }
こ の麦に掲げる窒素酸化物の量は 、 次の式に よ り 算出 さ れた窒素酸化物の量 と す る 。

る 益 8 旨 ‐ C

こ の式 におい て C 、 on 、 o s 及び C S は 、 それぞれ次の値 を表わす も の と す る 。

S
、

C 窒素酸化物の量 ( 節 / N 鯖 )

on 残存酸素濃度の換算値 ( 02 % ) で、 表の右欄に掲げる 値 と す る 。
o s 排出 ガス 中の酸素の濃度 ( % )

C S 規格 K O 1 04 に 定め る 方法に よ り 測定 さ れた窒素酸化物の量 ( 餅 / N 瀝 )

、
/

一 4 0 一
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( 3 ) 条例 に よ る 規制

鳥取県公害防止条例 ( 昭和4 6年 1 0 月 1 2 日 公布、 県条例第3 5号 、 昭和4 7年 4 月 1 日 施行 ) に よ

る 規制は 、 パ ー ク 炭製造施設及び貯蔵施設、 打綿機、 偏打編機を粉 じ ん関係特定施設 と し 、 施

設管理規準 ( 表3 9 ) を 定め て 規制 して い る が 、 昭和5 4年 3 月 末現在の届 出数は表4 0 の と お り で

あ る 。

表 3 8 粉 じ ん関係特定施設 と 規模

施 設 名

1 . パ ー ク 炭 ( の こ 屑、 木皮等 を炭化 さ せ微粉炭に した も の ) 製造施設及び貯蔵施設

2. 打線機及び梶打綿機

表 3 9 粉 じ ん関係特定施設に係 る 構造並び に使用及び管理に 関す る 基準

管 理 基 準

次の各号の いずれか に該当す る こ と 。

1 . 粉 じ ん が飛散 し に く い構造の 建築物内 に 設置 さ れて い る こ と 。

2 フ ー ド 及び集 じ ん機が設置 さ れて い る こ と 。

3. 戸 ･ 窓等が密閉 さ れ て い る こ と 。

4. 前各号 と 同等以上の 効果 を有す る 措置が講じ ら れ て い る こ と 。

表 4 0 公害防止条例に 基づ く 粉 じ ん 関係特定施設種類別届 出数

( 昭和5 4年 3 月 3 1 日 現在 )

施 設＼＼＼＼保、健所名 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 。十

打 綿 機 1 5 ( 1 2 ) 8 ( 8 ) 6 ( 6 ) 2 6 ( 2 5 ) 3 7 ( 3 4 ) 5 ( 5 ) 9 7 ( 9 0 )

梶 打 綿 機 1 ( 1 ) 7 ( 1 ) 8 ( 2 )

で 蒋 歳 燃 罨 獲 2 ( 1 ) 2 ( 1 )

。十 1 6 ( 1 3 ) 1 0 ( 9 ) 6 ( 6 ) 3 3 ( 2 6 ) 3 7 ( 3 4 ) 5 ( 5 ) 1 0 7 ( 9 3 )

園 ( ) は事業場の数

2 監視状況と行政指導

( 1 ) 塵道中排ガス 測定立入検査

昭和5 3年度中 に 踵道中排ガス 測定立入検査を 実施 した 施設数 ( 表4 1 ) は 、 廷 8 7 施設 ( 4 2 事

業場) であ り 、 こ の う ち ばい じ んの量が排出基準 を超 え た 3 施設 ( 3 事業場 ) 、 窒素酸化物の量

が排出基準 を超 え た 2 施設 ( 2 事業場 ) に つい て 、 文書に よ を 改善指示 を行い 、 5 3年度中 に全

施設 と も 改善がな さ れて お り 5 2年度継続分 ( 1 施設 ) に つい て も 改善済であ っ た 。
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表 4 1 昭和 5 4 年度煙道中排ガス 測定立入検査状況

=
　 　　 　 　

令 別 表 第 1

の 施 設 数

硫黄酸化物 “ま い じ ん 塩 化 水 素 窒素酸化物 。十

を森 遼議 葹蛾 魁援 葹蛾 匙籤 匙姦 驫援 葹強 驫援
1 - ボ イ フ ー 1 8 O 2 0 ･14 1 2 2 5 0 ( 2 4 ) 3 〔 3 )

9 - 焼 成 炉 ,.I-▲ O '--▲ O 2 ( ○ O

1 1 一 乾 燥 炉 4 O 4 1 8 ( 4 ) 1 ( 1 )

1 3 一廃棄物焼却炉 6 O 1 4 1 6 O 1 O 2 7 ( 1 3 ) 1 ( 1 )

。十 2 9 O 3 9 3 6 O 1 3 2 8 7 ( 4 2 ) 5 ( 5 )

困 ( ) ･ 工場 事業場数

( 2 ) 重油抜取 り 検査

大気汚染防止法に基づ く 硫黄酸化物排出基準 ( K値規制 ) に係 る 適合状況に つい て昭和5 3年

度中 に 1 9 2 事業場 に立入検査を実施 し、 使用燃料中の重油抜取 り 検査を行 っ た結果いずれ も 基

準以下であ っ た 。

( 3 ) 大気関係監視指導状況

昭和5 3年度中 に実施 した ばい煙発生施設及び粉 じ ん発生施設等に 対 して 施設の改善等で行政

指導 し た廷件数は表 4 2 の と お り で あ る 。

表 42 大気関係監視延指導件数

項 目

ばい煙発生施設

。十
粉 こ ん 発 生 施 設

。十 合 。十
法 そ の他 法 条 例 その他

監 視 指 導

廷 指 導 件 数
4 7 1 2 4 7 3 ･-‐‘｣ 3 5 9 4 8 2
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